
機密性2

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

【

’
『■屯 一 L 画 ＝

最高裁判所事務総長 殿
＄

住 所
蚕＝電一

プ

ユヱ

尖
一二 一 一=一L - ＝.. 一二一. ｡

氏 名 杉 山 佳 紀

PF 一~一一一一一T

~ 恥､牙趣踵
電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ ふ り が な）

氏 名

すぎやま よしのり

杉 山 佳 紀
｡

’2 生 年 月 日

裁判所事務官（千葉家庭裁判所事務局長）職3 官
ロ ▲

令和5年8月1日 ，

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約束前の求職開 始日

令和5年10月24日5 再就職の約束をした日
I

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職
Ⅱ

自 令和5年8月1日

至 令和6年3月31日

千葉家庭裁判所

裁判所事務官（事務局長）

凸

事務局事務の統括

自
至

年
年

月
月

日
，
日

へ

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

7 離 職 予 定 日 令和6年3月31日
I

8 再 就 職 予 定 日 令和6年4月1日

▲

再就職先の名称：一般財団法人 日本法律家協会

再就職先の連絡先:’
9 再就職先の名称及び連絡先

’一

「 蕊蕊
1．．が､鮠

』
国 1

、 鋤

､



機密性2

，司法、法曹及び法学に関する調査研究｡ ,機関誌『法の支
配」の発行｡研究会及び講演会等の開催など。

1 0再就職先の業務内容

事務局長11再就職先における地位

図無口有12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

図無口有

‘

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

3

(記載上の注意)
､1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入するこ・と。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には, 再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職職開始日がなかった場合には，
務内容を記載すること 。

●



機密性2

（別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

’
最高裁判所事務総長 殿

住 所｜

氏 名 内田 光一

電話番号｜
〕

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

うちだ． こういち

内 田 光 一

1 （ふ り．が な）

氏 名

2 生 年” 月 日

民事次席書記官職3 官

令和6年1月13日

4 約 束 前 の 求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかづた場合）

令和6年2月15日‘5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自令和5年4月1日．

至令和6年3月31日

和歌山地方裁判所
民事次席書記官

職員の指導監督等職員の指導監督等

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

〃

月
月

日
日

令和6年3月31日7 離 職 予 定 日

令和6年4月1日8 再 就 職 予 定 日

再就職先の名称：ニチイケアセンター泉ヶ丘

9再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先.：

rョ 可可



機密性2

介護業務10再就職先の業務内容

介護職員11 再就職先における地位

図無12求 職 の 承 認 の 有 無 口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
の

援助の有無

画無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

， …田記援助がなかった場合）

｜
｜

’

(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

1

「
Ｊ

Ｆ
Ｌ



機密性2

（別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

最高裁判所事務総長′殿

住所｜
氏 名 小 澤 久美子

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

こざわ

小 澤

くみこ

久美子

’2 生 年 月 日

首席家庭裁判所調査官職3 官

令和6年2月20日

4 約束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和6年3月8日5再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

仙台家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
自令和6年2月20日

至令和6年3月31日

家庭裁判所調査官の指導
監督、高裁管内の調整事
務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

目
日

7 離 職 予 定 日 令和6年3月31日

8 再 就 職 予 定 日 令和6年4月1日「
Ｊ

ｒ
し



機密性2

－

9 合

再就職先の名称：地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター

9ﾎ ; 再就職先の名称及び連絡先 就職先の連絡先再

口趾

10再就職先の業務内容 高齢者が健康寿命を確保するための研究

11再就職先における地位 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム非常勤研究員

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0 ：

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
・の

援助の有無

口有 ■無

0

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

一

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には,再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること｡

●



機密性2

(別紙様式第2）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令糸。 』テ年6月2?日

（任 命 権 者 ） 殿
で一 一 由－

0

･ｳ

も ﾞ
1

住 所

氏 名

電話番号
‐ I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■II
1 （ふ り が な）

氏 名
I

2 生 年 月 日
醜 ■ ﾛ ロー一醜 ■ ﾛ ロー一ｰー

"\'l所調査官3 官 職

今*． F年 4 月 ’7日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約 束前の求職 開 始日

今4．百年 も月 27日5 再就職の約束を･した日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容所属・官職 在職期間

こ－ ■■圏 ll

自
至 鍾譲蕊蕊謹謹蕊

一一 一 一自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

令牟p5年 6月3o日7 離 職 予 定 日

今4．5年 8月 ／日8 再 就 職 予 定 日

Ｅ随

謝

雛”
、
蕊ｋ

》溺溌『か
４
ｑ
Ⅷ
９
ｐ
冬

酋
ｑ
ｊ
●
ｅ
ｔ

ｃ

再就職先の名称：
9 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
ｰ

灘／簿 人事
■ _ -－

1－57，－6
●

●

股集う‘77畳

・蕊麓帯,z茸 膠．



機密性2

｜ ’10再就職先の業務内容

■11再就職先における地位
I

画j無12求 職 ．′の 承 認 の 有 無

’3裁判所職員臨時措置法において準用萩る国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

ロ有

函無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(碓記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｡

I 。

M q

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入する､こと。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合にほ，再就職の約束をした日以後の職員と しての在職状況及び職
務内容を記載すること。

I
Ｉ

I

｡

《



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年10月31日

大阪高等裁判所長官 殿
一一 アー ー 一 一一 一一 『一 一 可

住 所

氏 名

電話番号

「

”
凶

。←

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

’
（ふ り が な）1

旬

名氏

; ‐上2 生 年 月 日

職3 官

令和5年 7．月 24日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約 束前の求職開始日

令和5年 10月 24日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

●

ウ

職務内容在職期間所属・官職
0 ●

一 言 マ ー

「
唾

唇 ‘一 ．”
ロ ■

|ト ．'《今 奇
凸

画 ●■●

ウ 、

|i苧,f,
，q

蕊｜ 一 碑

Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ

口

’ ’

自
至

や‐

戸

涙
向
山

公一

両

” ●ｰ 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

7 離 職 予 定 日 令和6年 3月 31日
ﾛ ロ I

’
令和6年 4月8 再 就 職 予 定 日 1日

再就職先の名称

9 再就職先の

1連絡先’
■’ 一・一~ ~ ■

－5，11，－6

魂【弓登

錨
謹

日Ｌ
竜

墓一△一
●

艶
時
争繍

。〃

●、

唾
ロ

▼

蕊

■
晩
４

職i溌溌篭

蕊蕊鍵蕊蕊蕊蕊篭蕊蕊

難蕊
P 4

･･qjr

瀧議擬
'4甲りゆ

諺



機密性2

■10再就職先の業務内容

｜

’ ’11再就職先にお.ける地位

画無口有12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0 ・

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
、 ハ

口有 阿無

』

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｜‘

、

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入するこ と。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には,再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



機密性2

(別紙様式第5）
イ

変更届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年11月9日

大阪高等裁判所長官 殿

住 所

氏 名

電話番号

令和5年10月31日付けの裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の23第1項の規定による届出について，次のとおり変更があったので，届け出ます。

変 更 前
職官

変 更 後

所属・官職 在職期間 職務内容
変 更 前

■ ■

約束前の求職開始以後の職
員としての在職状況及び職
務内容

所属。官職 在職期間 職務内容

変 更 後

変 更 前 年 月 日

離 職 予 定 日
変 更 後 年 月 日

変 更 前 年 月

面■一

再 就 職 予 定 日

変 更 後 年 月

画■一

変 更 前
再就職先の名称及び連絡先

変 更 後

’
’
一

変更前’
再就職先の業務内容 １

１

郡変 更 後

’変 更 前
再就 １

１

更 後

／聯〆人事尋､､多1
■

－5‘11‘15リ

『平唾0号ゾ



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をLた場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年12月1日

最高裁判所事務総局人事局長 殿

了 一一 ．－~ー~－＝

住 所 、 ，

氏 名 .,"･.:. ,'･･f$.|

電話番号 圃

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

裁判所事務官職3 官

令和5年 11月 17日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約束前の求職開始日

●

I

令和5年 11月 30日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職
一 口

Ij | : 「
●

’

自
至

■

’
、
■

■ L

qJ皿

p ■ ■ り

自
至

年
年

月
月

［
同
月
盲
■
一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和6年7 離 職 予 定 日 1月 14日
I

8．再 就 職 予 定 日 令和6年 1月 15日
E

’再就職先の名称

9 再就職先の名称

連絡先

－512‘－5

s291W

灘蕊箪ﾃ…溌蕊蕊難

－9 b

霧譲ゞ‘．，蔵
守

X T薩塞や

唖

耗
、」

◆
笹
島
々

↑

鯛 －
４

Ａ汀

。

◆
■

９
．
ヶ

①

ゞ

馳

一”一》ｅ

一
ぷゅ
蝕
堅

研旅
心
守
匹
弓



機密性2

10再就 職先 の業務内容

｜ ’11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

画無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意） ‐
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

4



機密性2

（別紙様式第型）

〈
』

●
在職中に再就職の約束をした場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23 第1項関連）

令和5年12月21日
世

大阪高等裁判所長官 殿

一％ 『 r一一 ヨーー一・・
■ ■

一 一＝

住 所

氏 名

電話番号

７

－
一 ＝ 一 ■ 一

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の．23第1項の規定によ
り，次の．どおり届け出ます。

1 （ふ・り が な）

氏 名
■■

'！ ’
■

2 生 年 月 日
Q

p守

職 家庭裁判所調査官

令和 5 年 9 月．15 日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和 5 年 12 月 19 日

3 宮

4 約束前 の求職開始日

、

5 再就職の約束.をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員として.の在職状況及び職務内容
一一_i_

｜ 所属.官職 在職期間 I

ｌ
ｎ
Ｈ
Ｌ
卜
ｒ
‐

在職期間 職務内容所属・官職
1 凸 一

’

自
．
至 ■’ ９

』
９
』

ｰ

－ 自
至

年
年

月
月

日
．
日

－自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

１
１
１

7 離 職 予 定 日

g 再・：就 職 予 定 日

令和 6 年 3 月 31 日

令和 6 年 4 月 1 日

再就職先の鋤I
再就職先の連絡完;I －－

’ ‐

、

9再就職先の名称及び連絡先

ロ

１

」

／甥/入事葛､職 ．

1－512，22 す

凸

0

;ss96量 ﾛ〆

杢 一

蕊一
鰯
典繍 。

ｊりゆ

■
６

職：・鰯拘

り吟〃

●

ぬ
３
■
ひ
“

舜
麩

』

浜

■

。。
盤

凸ｒ
で

。
ｄ
●

ｐ

』

口
●」印刷
屯
牌
』



F

機密性2

’
’
1

｜
’

｜
’

10再就職先の業務内容
I

I
Rg

1．群再就職先における地位

圃無'､2求 職 ､の 承 認 の 有 無 口有
へ

1：3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3豊に規定する組織による離職後の就

‘職の援助の有無、・
口有 画無

型鞠燕露鱸蹴躍聯識濡議郷条の蝉2項第3号に鏡定
； (図上記援助がなかった場合）

’
(ふ・ り:Fが な）

援助者の氏名又は名稔
援助の内容

｜
｜

’

’
’
1

(記載上の注意）
1〃‘□のついた項目は該当する｡□の中にレ点を記入すること‘

2職蕊撫灘騨鵬纈磯慨灘錦醗溌瀧譲舗
務内容を記載すること6

f

／
１
、
』

h

0

I

ハ

合｡

「

0

I

、



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和6年1月19日

（任 命 権 者 ） 殿
I

9--言一~一一
住 所

氏 名

■
日

画

電話番号 ｜‘．
'

P_全_ ｻ｡ 、, ｸ ｰｬ

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

絢｜
可 ．｜

■

時

虚.』l
b

p

一 鼻 . 一寸題画 評哲痴

（ふ り が な）1
L

名氏

2 生 年 月 日

■

裁判所事務官職3 官
＆

令和5年12月1日

4 約 束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

■

令和6年1月18日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
凸

職務内容在職期間所属・官職
Ⅱ

■ロー ■－１
．
１

噂

'勺｡ 、G
み■

酔 ・：寒
● 間々 ■

bB －

刊 壱

自
至

■
・ q・ q

戸宇

一 一 一1世 一I

P宇

軸 凸 哨
一■ － － － － 一 一 一 ! 自

至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和6年3月31日7 雛 職 予 定 日
Ⅱ ●

令和6年4月1日8 再 就 職 予 定 日
夕

再就職先の名称

●
●

9 再就職先の名称及び連絡先

恥、 ｜再就職先の連絡先：
ロ ー ダ ＝ 丘 二 一 一 ■ 豆 一 ■ ■

｡

－6，1，191
■

ﾕ3

繍識蝋

■W

》込 飛 ”帯?『‘密溌7謡･舟 ｡F、

叩瀝陛… 哩噛識・挿雑
返
聯撫 瞭廿

小
一

ゞ
呼
蕊》



機密性2

10 再就職先の 業務 内容

｜
|

'

11再就職先における地位
’

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 国無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
の

援助の有無

口有 肉無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合にはj '再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



機密性2

(別紙様式第4）

ぺ

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

一

令和6年 2月27日

最高裁判所事務総局人事局長 殿
一 一 凹一 一 ■－

「
Ｉ

住 所

氏 名

電話番号

畑
４

１
１
１

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

１
１
■
！
■
１

７
甚

青凸
好学

一
■

」

Ｑ

行

一

Ｆ

一

■
や

■一
四

●
■

Ｌ

Ｐ

も

。

一
守

1 （ふ り が な）

氏 名
,〆患弱緊．－趣 、恥 ■ ″ ロ｡ ④ ● ■ L -

ワ ●

8 ､

凸 ､ 麺 白五・ 。
△． ~ _‐ｰ,.Lこ；… 配一 ，., 一一一』

2 生 年 月 日

裁判所事務官職3 官

令和 5年 11月 20日

4 約束前 の 求職 開 始日

(口約束前の求職開始日がなかった場合）
0

令和 6年 2月 21日5 再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容‘所属・官職
ロ ー ■■ 一 ▲

ー ＝ー ー

I
ー ■ 一自

至

○

■

’四我

～ 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

画
■
一
盲
■
一

7 離 職 予 定 日 令和6年 3月 3．1日

8 再 就 職 予 定 日 令和6年 4月 1日

再就職先の名称§| ’
9 再就職先の名称及び連絡先

！
再就職先の連絡先

閂
Ｐ

／毎〆人

－6‘3，－4 1 ､

?ユI曇

蕊蕊繍嬢騨蕊繍》‐・△》Ｐ℃》。“一



機密性2

１
１

10再就職先の業務内容

11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 画無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 O･6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること｡
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。


